
浜田市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和 8 年 3 月 25 日 

 

 浜田市長 三 浦 大 紀 

 

浜田市規則第 11 号 

 

 

  



浜田市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 

浜田市国民健康保険条例施行規則（平成 17 年浜田市規則第 116 号）の一部

を次のように改正する。 

第 19 条中「第 20 条」の次に「又は第 20 条の 2」を加える。 

様式第 11 号及び様式第 11 号の 2 を次のように改める。 

 

 

附 則 

この規則は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

  



様式第 11 号（第 19 条関係） 

 

様 

年度 国民健康保険料決定通知書 

国民健康保険料を次のとおり決定しましたので通知します。 

年  月  日 

浜田市長        □印  

納 付 義 務

者 

   
徴収方法 

 

生年月日 
   特別徴収義務

者 

 

被 保 険 者

番号 

   特別徴収対象

年金 

 

通 知 書 番

号 

   上記年金の年

金額 
円 

   以下に記載のある場合は、記載さ

れた口座から引落しをします。 

決定保険

料額 
円 

  
金融機関名  

   支店名  

 
医療

分 

支援

金分 

介護

分 

子ど

も分 

 
口座種別  

基準総所得

金額（円） 

     
口座番号  

被保険者

数（人） 

     
口座名義人  

所得割額

（円） 

      

均等割額

（円） 

     普
通
徴
収 

期別 
納付額

（円） 

納期

限 

平等割額

（円） 

     
第 1 期   

軽減区分   第 2 期   



均等割軽減

額（円） 

     
第 3 期   

平等割軽減

額（円） 

     
第 4 期   

産前産後軽

減額（円） 

     
第 5 期   

限度超過額

（円） 

     
第 6 期   

年間保険料

（円） 

     
第 7 期   

月割増減額

（円） 

     
第 8 期   

減免額

（円） 

  
第 9 期   

年間保険料

額（円） 

  
第 10 期   

   特
別
徴
収 

月別 
納付額

（円） 

引落

日 

氏名 

加入

月数  
軽減基

準所得

金額  

基準総

所得金

額  

 
4 月   

一

般 

介

護 

 
6 月   

      8 月   

      10 月   

      12 月   

      2 月   

      翌年度 4・6・8 月の特別徴収仮

徴収の金額は、本年度 2 月の特

別徴収額と同額です。 

      

      

料率 

医

療

分 

支

援

金

分 

介

護

分  

子

ど

も

分 



      所得割率

（％） 
    

      均等割額

（円） 
    

      平等割額

（円） 
    

      賦課限度

額（円） 
    

      ※子ども分均等割額には、18 歳

以上均等割額を含めています。 

1  この通知書の決定に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の

翌日から起算して 3 月以内に、国民健康保険法の規定により島根県国民

健康保険審査会に対して審査請求をすることができます。 

2  前項の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対す

る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して 6 月以内に浜田市を被告と

して（訴訟において浜田市を代表する者は浜田市長となります。）、処分

の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の各号のいずれ

かに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの

訴えを提起することができます。 

⑴ 審査請求があった日の翌日から起算して 3 月を経過しても裁決がな

いとき。 

⑵ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避ける

ため緊急の必要があるとき。 

⑶ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。  

 

  



様式第 11 号の 2（第 19 条関係）               1／2 

通知書番号  

保険証番号  

様 

年度 国民健康保険料決定（更正）通知書 

年度国民健康保険料を次のとおり決定（更正）しましたので通知します。 

年  月  日 

浜田市長        □印  

 更正前 更正後 増減 

決定保険料 円 円 円 

※ 賦課明細は次ページのとおり             （単位：円） 

普通徴収期別納付額  金融機関名 

期別 納期限 更正前 更正後 
納 付 済

額 

今 回 納

付額 

  

第 1 期       口座種別 

第 2 期        

第 3 期       振替区分 

第 4 期        

第 5 期       口座番号 

第 6 期        

第 7 期       口座名義人 

第 8 期       様 

第 9 期        

第 10 期       納組コード 

随 1 期        

       納組名称 

        

（単位：円）   

特別徴収期別納付額 
 保険料納付方

法等 

月別 引落日 更正前 更正後 
納 付 済

額 

今 回 納

付額 

 徴収方

法 

 



4 月 
      納付義

務者 

 

6 月 
      生年月

日 

 

8 月       性別  

10 月       住所  

12 月 

      特別徴

収義務

者 

 

2 月 

      特別徴

収対象

年金 

 

  特別徴

収対象

年金額 

 

更正事由    

異動年月日 届出年月日 理由 氏名    

       

1  この通知書の決定に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の

翌日から起算して 3 月以内に、国民健康保険法の規定により島根県国民

健康保険審査会に対して審査請求をすることができます。 

2  前項の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対す

る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して 6 月以内に浜田市を被告と

して（訴訟において浜田市を代表する者は浜田市長となります。）、処分

の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の各号のいずれ

かに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの

訴えを提起することができます。 

⑴ 審査請求があった日の翌日から起算して 3 月を経過しても裁決がな

いとき。 

⑵ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避ける

ため緊急の必要があるとき。 

⑶ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。  

  



2／2 

通知書番号  

保険証番号  

国民健康保険料決定の明細                （単位：円） 

 賦課明細 更正前 更正後 増減 

医
療
分 

所得

割額 

基礎額    

×    

資産

割額 

基礎額    

×    

均等

割額 

被保数 人 人 人 

×   円    

平等割額    

算出額    

政令

軽減

額 

判定    

所得割額    

均等割額    

平等割額    

限度超過額    

年間保険料    

増減調整額    

条例減免額    

減免額    

（Ａ）医療分保険料額    

支
援
金
分 

所得

割額 

基礎額    

×    

資産

割額 

基礎額    

×    

均等

割額 

被保数 人 人 人 

×   円    

平等割額    

算出額    

判定    

所得割額     



政令

軽減

額 

均等割額     

平等割額     

限度超過額    

年間保険料    

増減調整額    

条例減免額    

減免額    

（Ｂ）支援金分保険料

額 

 
  

介
護
分 

所得

割額 

基礎額    

×    

資産

割額 

基礎額    

×    

均等

割額 

被保数 人 人 人 

×   円     

平等割額    

算出額    

政令

軽減

額 

判定    

所得割額     

均等割額     

平等割額     

限度超過額    

年間保険料    

増減調整額    

条例減免額    

減免額    

（Ｃ）介護分保険料額    

子

ど

も

分  

所得

割額 

基礎額    

×    

資産

割額 

基礎額    

×    

被保数 人 人 人 



均等

割額 
×   円 

 
  

平等割額    

算出額    

政令

軽減

額 

判定    

所得割額    

均等割額    

限度超過額    

年間保険料    

増減調整額    

条例減免額    

減免額    

（Ｄ）子ども分保険料

額 

 
  

決定保険料額 (Ａ )＋ (Ｂ )＋

(Ｃ)＋(Ｄ) 
   

※ 子ども分のうち、均等割額にあっては 18 歳以上均等割額（1 人当たり 

   円）を、政令軽減額における均等割額にあっては 18 歳未満均等割

軽減額を含みます。 

 

 

 


